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健康福祉部

「こどもまんなか熊本・実現計画」の
総論について

【論点】
〇こどもまんなか熊本・実現計画で目指すべき熊本像についてどう考えるか
〇こどもまんなか熊本・実現計画における基本的な方針についてどう考えるか

令和６年度（２０２４年度）第２回
熊本県子ども・子育て会議：参考資料４
（第１回子ども・子育て会議資料７）



「こどもまんなか熊本」の実現により、
こども・若者、子育て当事者はもちろん、全ての県民にとって社会的価値を創造し、その幸福を高める。

「こどもまんなか熊本」の考え方

こども・若者、子育て当事者の視点（＝こどもまんなかの視点）に立って、
基本方針・総合戦略の重要な施策として位置付けた上で、連携しながら熊本県の施策を再構築
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結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、未来を担う人材を社会全体で育み、社会経済の持続可能性を高める。

 「こどもまんなか熊本」は、それぞれの希望に応じて安心して結婚・出産・子育てでき、こども・若者がキラキラ輝く熊本で
あり、あらゆる立場の個人や組織、コミュニティ等が、こどもや若者、子育て当事者の視点に立ち、その最善の利益を第一
に考えながら様々な取組みを実施する熊本である。

 こうした「こどもまんなか熊本」の実現により、こどもを産みたい、育てたいと考える個人の希望が叶うことや、
こども・若者が、尊厳を重んぜられ、自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を活かすことができるよう
になることにつなげ、こどもや若者、子育て当事者の幸福追求を支援する。

交通体系の最適化

若者の地元定着

こどもを安心して産み、
育てられる環境整備 希望を叶える

結婚・妊娠・出産への支援
―希望する結婚・妊娠・出産が実現する―

あらゆる家庭のニーズに
応じた子育て支援

―自分らしく、安心してこどもを
育てることができる―

若者の夢が実現できる環境整備
―女性も男性も希望する暮らしや

仕事を実現できる－こどもの成育状況に応じた支援
―将来熊本で暮らし、こどもを産み、
育てたいという意識が芽生える― スポーツ・文化による地域活性化

企業や雇用の維持、
女性も男性も活躍できる
労働環境の整備

自分らしく暮らせる
社会の創造

グローバル人材の育成

きめ細かな教育による学力の向上、
魅力ある学校づくり



第１回「こどもまんなか熊本」推進本部での知事発言

熊本で結婚・出産・子育てをしていくことが楽しい、そしてこどもたちがキラキラと輝
く熊本づくりを頑張っていきたいと思います。

―――――（略）―――――

県民アンケートがやっぱり象徴していると思います。結局働きながら子育てができると
いうことと、すなわち働き続けたいと思う仕事、職場環境があるか、もうこれが断トツで
す。すなわち、子育て支援策もさることながら、特に女性が結婚してもキャリアパスを
ちゃんと生き生きとしていられるということが必要なのです。それがなくなるかもしれな
いから結婚もしない、出産もしないとなるわけです。

―――――（略）―――――

今日、各部局長から意気込みをしっかりと語っていただきましたので、ぜひ健康福祉部
を中心に頑張っていただきたいと思いますが、くれぐれも申し上げますけれども、やはり
結婚すること、出産することにためらっている、この現状を打破しなければいけない。や
はり、結婚・出産・子育てに夢を持てる、希望を持てる熊本を作っていかなければいけな
いので、やはり各部局それぞれの若い方の意見をよく吸い上げながら、政策を作っていっ
ていただきたい。
全庁一丸となって、「こどもまんなか熊本」に向けて頑張っていきましょう。
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こどもまんなか九州宣言
～こども・若者の明るい未来を応援する九州へ～

我が国の少子化は深刻さを増しており、昨年の出生数は７５万人と過去最少になるなど、少子化問題は
待ったなしの課題である。
少子化の進行は、将来的には社会保障制度の維持が困難になるなどの「社会問題」であることのみなら

ず、労働力人口の減少や消費の縮減などを通して、生産力や市場規模の縮小をもたらし、経済力の低下を
招く「経済問題」でもある。
国は、令和５年１２月に、次元の異なる少子化対策の実現に向けた「こども未来戦略」を策定し、社会

全体でこども・子育て世帯を応援するため、政府・自治体・経済界等が一体となって取り組んでいくこと
としている。
これまで、九州地域は、合計特殊出生率が全国より総じて高いといった特徴を活かし、平成２７年から

九州創生アクションプランにより、自治体と経済界が連携して少子化対策を含む次世代育成の取組を進め
てきた。
「少子化傾向反転のラストチャンス」とされる今、少子化の進行による「社会問題」及び「経済問題」を
官民それぞれが しっかり認識するとともに、強い危機感を持ち、こども・若者の将来を切り拓くため、
これまで以上に官民一体となって本腰を入れて取り組むことが急務である。
こうした背景の下、我々は、次代を担うすべてのこどもが健やかに成長でき、併せて、若い世代の誰も

が将来に明るい希望を持ち、希望する誰もが安心して結婚し、こどもを生み、男女ともに育てることがで
きる「こどもまんなか九州」を実現し、全国を牽引する地域となるよう、官民連携による「オール九州」
で、以下について重点的に取り組むことをここに宣言する。
・ 結婚、出産、子育ての希望が叶うよう、職場や地域社会全体で応援する気運醸成
（社会全体のポジティブイメージへの転換）

・ こどもが将来いきいきと活躍できるよう、その健やかな成長やチャレンジを支援
（次代を担う「人財」の育成）

・ 若い世代の所得向上や各家庭の事情に合わせた柔軟な働き方の実現
（若者が将来に希望）

・ 女性が能力を発揮し、安心して働ける職場環境づくり
（ジェンダー視点を方針決定から取り込む「ジェンダー主流化」の浸透）

・ 男性が当たり前に家事や育児を担うための意識改革・行動変容
３

(参考)連名団体名一覧
・九州各県・山口県知事
・(一社)九州経済連合会
・九州商工会議所連合会
・九州経済同友会
・九州経営者協会

令和６年６月４日宣言



こども基本法の基本理念

こども基本法（令和4年法律第77号）
第1条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこ
どもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、
心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送
ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施
策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、
こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

第3条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを
受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、
その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されると
ともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられ
ること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意
見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優
先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの
認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこ
どもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成され
るようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図り
つつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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こども家庭庁作成：
こども大綱（説明資料）より抜粋



こども家庭庁作成：
こども大綱（説明資料）より抜粋
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